
○富山市久婦須川ダム周辺広場条例 

平成１７年４月１日 

富山市条例第２３９号 

改正 平成１７年９月３０日富山市条例第３５９号 

（趣旨） 

第１条 この条例は、訪れる人々が森や水辺に親しみ、心安らぐ憩いと

レクリエーションの場として、久婦須川ダム周辺に設置された自然を

体感する広場の管理に関し必要な事項を定めるものとする。 

（位置） 

第２条 久婦須川ダム周辺広場（以下「周辺広場」という。）は、次の

とおりとする。 

名称 所在地 

里山広場 富山市八尾町桐谷１６番地２ 

親水広場 富山市八尾町桐谷５１５４番地 

木の広場 富山市八尾町桐谷１６番地３５ 

出会いの広場 富山市八尾町桐谷１９番地２ 

風の広場 富山市八尾町桐谷２８番地１１ 

大地の広場 富山市八尾町桐谷１２番地６ 

（指定管理者による管理） 

第２条の２ 市長は、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４

条の２第３項の規定により、法人その他の団体であって市長が指定す

るもの（以下「指定管理者」という。）に周辺広場の管理を行わせる

ものとする。 

（指定管理者が行う業務） 

第２条の３ 前条の規定により指定管理者に行わせる管理の業務は、次

のとおりとする。 

(1) 周辺広場の施設及び附属設備等の維持管理に関する業務 

(2) 第３条の規定による許可に関する業務 



(3) 第９条の規定による使用の承認に関する業務 

(4) 前３号に掲げるもののほか、周辺広場の管理に関し市長が必要と

認める業務 

（行為の制限） 

第３条 周辺広場において次に掲げる行為をしようとする者は、指定管

理者の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しよう

とするときも、同様とする。 

(1) 行商、募金その他これに類する行為をすること。 

(2) 業として写真又は映画を撮影すること。 

(3) 興行を行うこと。 

(4) 競技会、展覧会、博覧会、集会その他これらに類する催しのため

に周辺広場の全部又は一部を独占して使用すること。 

(5) 周辺広場をその用途以外に使用することを目的とする集会等を

行うこと。 

２ 前項の許可を受けようとする者は、行為の目的、期間、場所、内容

その他指定管理者の指示する事項を記載した申請書を指定管理者に提

出しなければならない。 

３ 指定管理者は、第１項各号に掲げる行為が公衆の周辺広場の使用に

支障を及ぼさないと認める場合に限り、第１項の許可を与えることが

できる。 

４ 第１項の許可には、周辺広場の管理上必要な条件を付することがで

きる。 

（行為の禁止） 

第４条 周辺広場においては、次に掲げる行為をしてはならない。 

(1) 周辺広場内の施設及び附属物を損傷し、又は汚損すること。 

(2) 竹木を伐採し、又は植物を採取し、損傷すること。 

(3) 土地の形質を変更すること。 

(4) 魚鳥獣類を捕獲し、又は殺傷すること。 



(5) はり紙若しくははり札をし、又は広告を表示すること。 

(6) 立入禁止区域に立ち入ること。 

(7) 指定された場所以外の場所に車両を乗り入れ、又は止め置くこと。 

(8) ごみその他の汚物を捨てること。 

(9) 危険のおそれのある行為をすること。 

(10) 周辺広場をその用途以外に使用すること。 

（使用の禁止又は制限） 

第５条 指定管理者は、周辺広場の損壊その他の理由により、その使用

が危険であると認められる場合又は周辺広場に関する工事のためやむ

を得ないと認められる場合においては、区域を定めて、周辺広場の使

用を禁止し、又は制限することができる。 

（監督処分） 

第６条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、第

３条第１項の規定による許可を取り消し、その効力を停止し、又はそ

の条件を変更することができる。 

(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反している者 

(2) 第３条第４項の規定による許可の条件に違反している者 

(3) 偽りその他不正な手段により第３条第１項の規定による許可を

受けた者 

２ 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、第

３条第１項の規定による許可を受けた者に対し、前項に規定する処分

をすることができる。 

(1) 周辺広場に関する工事のためやむを得ない必要が生じたとき。 

(2) 周辺広場の保全又は公衆の周辺広場の使用に著しい支障が生じ

たとき。 

(3) 前２号に掲げるもののほか、公益上やむを得ないと市長が認めた

とき。 

３ 市長は、第１項各号のいずれかに該当する者に対して、行為の中止、



原状の回復又は周辺広場からの退去を命ずることができる。前項各号

のいずれかに該当する場合においても、同様とする。 

（休憩棟） 

第７条 周辺広場の利用者の休憩、地元特産品を生かした都市住民との

交流事業その他の事業の用に供するため、周辺広場に久婦須川ダム周

辺広場休憩棟（以下「休憩棟」という。）を置く。 

（位置） 

第８条 休憩棟の位置は、富山市八尾町桐谷１６番地２とする。 

（供用時間） 

第８条の２ 休憩棟の供用時間は、午前８時３０分から午後５時までと

する。ただし、指定管理者は、特に必要があると認めるときは、市長

の承認を得て、臨時にこれを変更することができる。 

（休館日） 

第８条の３ 休憩棟の休館日は、次のとおりとする。ただし、指定管理

者は、特に必要があると認めるときは、市長の承認を得て、臨時にこ

れを変更することができる。 

(1) 火曜日（この日が国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１

７８号）に規定する休日（以下「休日」という。）に当たるときを

除く。） 

(2) 休日の翌日（この日が日曜日、土曜日又は休日に当たるときを除

く。） 

(3) １２月１日から翌年の３月３１日までの日 

（使用の承認） 

第９条 休憩棟を使用しようとする者は、あらかじめ、指定管理者の承

認を受けなければならない。 

２ 前項の承認を受けようとする者は、使用日、使用時間、使用内容そ

の他指定管理者の指示する事項を記載した申請書を指定管理者に提出

しなければならない。 



３ 指定管理者は、第１項の承認に、休憩棟の管理上必要な条件を付す

ることができる。 

（使用の不承認） 

第１０条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当すると認めるとき

は、休憩棟の使用を承認しないものとする。 

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。 

(2) 施設又は附属設備等を損傷するおそれがあるとき。 

(3) 前２号に掲げるもののほか、休憩棟の管理上特に支障があるとき。 

（使用の承認の取消し等） 

第１１条 指定管理者は、第９条の規定により使用の承認を受けた者（以

下「使用者」という。）が次の各号のいずれかに該当すると認めると

きは、使用の承認を取り消し、又は使用を制限し、若しくは停止する

ことができる。 

(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。 

(2) 偽りその他不正の手段により使用の承認を受けたとき。 

(3) 第９条第３項の規定による承認の条件に違反したとき。 

(4) 前条各号のいずれかに該当するに至ったとき。 

２ 前項の規定の適用により使用者が損害を受けても、指定管理者はそ

の賠償の責めを負わない。 

（委任） 

第１２条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、平成１７年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例の施行の日の前日までに、合併前の八尾町久婦須川ダム周

辺広場設置及び管理に関する条例（平成１５年八尾町条例第５号）の

規定に基づきなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規



定によりなされたものとみなす。 

附 則（平成１７年９月３０日富山市条例第３５９号） 

（施行期日） 

１ この条例は、平成１８年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例の施行の日の前日までに、この条例による改正前の富山市

久婦須川ダム周辺広場条例第３条第１項若しくは第３項若しくは第９

条第１項の規定によりした許可若しくは承認又は第３条第２項若しく

は第９条第２項の規定によりされた許可若しくは承認の申請は、この

条例による改正後の富山市久婦須川ダム周辺広場条例第３条第１項若

しくは第３項若しくは第９条第１項の規定によりした許可若しくは承

認又は第３条第２項若しくは第９条第２項の規定によりされた許可若

しくは承認の申請とみなす。 


